
特定非営利活動法人STUDY FOR TWO 定款

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人STUDY FOR TWOと いう。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都 目黒区目黒本町五丁目14番 14号 ステア

ズ22に 置 く。

(目  的 )

第 3条  この法人は、勉強 したいと願 うすべての子 どもたち及び日本国内の学生を対

象 として、発展途上国への教育支援、子 どもたちとの国際交流、教育環境広報

啓発、国内学生への教育支援事業を行い、勉学に励みやすい教育環境の向上に

努めることで、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。また、こ

れに従事する人材が主体性を持って将来的に国際社会に貢献することで、学生

生活におけるボランティア精神を醸成することを目的とする。

(特 定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行

つ 。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)学 術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)国 際協力の活動

(4)子 どもの健全育成を図る活動

(5)前 各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動

(事 業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業を行 う。

(1)発 展途上国への教育支援事業

(2)発 展途上国の子 どもたちとの国際交流事業

(3)国 際協力活動や発展途上国の教育環境広報啓発事業

(4)国 内学生への教育支援事業

第 2章 会 員

(種 別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法

(以 下 「法」という。)上の社員とする。

(1)正 会員  この法人の目的に賛同 して入会 した個人及び団体

(2)賛 助会員 この法人の目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人及び法

人、団体
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(入会金及び会費 )

第 8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければな らな

い 。

(会 員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退 会届の提出をしたとき。

(2)本 人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 し

たとき。

(3)継続 して 1年 以上会費 を滞納 したとき。

(4)除 名されたとき。

(退  会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ

とができる。

会員の入会について、特に条件は定めない。

会員として入会 しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書によ

り、理事長に申 し込むものとする。

理事長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限 り、入会を認

めなければならない。

理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した

書面をもって本人にその旨を通知 しなければならない。

名 )

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によ り、これ を除名す

ることができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁

明の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種 別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。

(1)理事  3人 以上

(2)監事  1人 以上

2 理事の うち 1人 を理事長とする。

(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長は、理事の互選 とする。

3 役員の うちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内

の親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内

の親族が役員の総数の 3分の 1を 超えて含まれることになつてはならない。



4 法第20条 各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ

ない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職

第14条

2

3

務 )

理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。

理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。

副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた

ときは、理事長があらか じめ指名 した順序によつて、その職務を代行する。

理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の

行為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。

4

5

(任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任 を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は

現任者の任期の残存期間 とする。

3 前 2項の規定にかかわ らず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任

された場合は、当該総会が終結するまでを任期 とする。また、任期満了後、後

任の役員が選任 されていない場合には、任期の末 日後最初の総会が終結するま

でその任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。

(欠 員補充 )

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を 超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

(解

第17条

2

任 )

役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によ り、これを解任す

ることができる。

(1)心 身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわ しくない行為があつたとき。

前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁

明の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条  役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。



3 前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )

第 19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解 散及び合併

(3)会 員の除名

(4)事 業計画及び予算並びにその変更

(5)事 業報告及び決算

(6)役 員の選任及び解任

(7)役 員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資 産の管理の方法

(10)借入金 (そ の事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除 く。第

47条 において同 じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回 開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正 会員総数の 5分の 1以 上か ら会議の目的を記載 した書面によ り招集の

請求があったとき。

(3)監 事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、

その日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した

書面又は電磁的方法により、開催の日の少な くとも 5日 前までに通知 しなけれ

ばならない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中か ら選出する。



(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできな

い 。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によってあらか じめ通知 した

事項 とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数を

もって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案 した場合において、

正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提

案を可決する旨の社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由によ り総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知 され

た事項について書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を代

理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について

は、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に

加わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正 会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表

決委任者がある場合にあつては、その数を付記すること。 )

(3)審 議事項

(4)議 事の経過の概要及び議決の結果

(5)議 事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人が、記名押

印又は署名 しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の

意思表示をしたことにより、総会の決議があつたとみなされた場合において

は、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければな らない。

(1)総 会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総 会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行 った者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能 )



第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決 を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上か ら理事会の目的である事項を記載 した書面に

より招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日か ら14日 以

内に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した

書面又は電磁的方法により、開催の日の少な くとも 5日 前までに通知 しなけれ

ばならない。

(理事会の議長 )

第 33条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条 第 3項の規定によつてあらか じめ通知 し

た事項 とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決 し、可否同数の ときは、議長

の決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知 され

た事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項 の適用については、

理事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係 を有する理事は、その議事の議決に

加わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を

付記すること。 )

(3)審 議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項



2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名

押印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産

(資 産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設 立当初の財産 目録に記載 された資産

(2)入 会金及び会費

(3)寄 附金品

(4)財産か ら生 じる収益

(5)事 業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の 1種 とする。

(資 産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則に従 つて行わなければならな

い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の 1種 とする。

(事 業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 7月 1日 に始ま り、翌年 6月 30日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事 業計画及び これ に伴 う予算 は、毎事業年度、理事長が作成 し、

総会の議決 を経 なけれ ばな らない。

(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由により予算が成立 しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用 とみなす。

(予算の追加及び更正 )



第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

(事 業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担 を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければな らない。

第フ章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条 第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければな らない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならな

い事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解

第49条

散 )

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総 会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正 会員の欠亡

(4)合 併

(5)破 産手続開始の決定

(6)所 轄庁による設立の認証の取消 し

前項第 1号の事由によ りこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3

以上の議決を経なければならない。

第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得な

ければならない。

2

3

(残 余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと

きに残存する財産は、法第11条第 3項 に掲げる者の うち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )

第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して

行 う。ただ し、法第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、

内閣府NPO法 人ポータルサイ ト (法 人入力情報欄)に掲載 して行 う。

第 9章 事務局

(事 務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ

る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職 員の任免 )

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第10章 雑 則

(細 則 )

第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日か ら施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次の とお りとする。

理事長

理 事

理 事

監 事

3 この法

郎太

之

希

也

孝

直

篤

拓

石

大

長

高

橋

谷

谷

枷

人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項 の規定にかかわ らず、この法

人の成立の日か ら令和 7年 6月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわ らず、この法人の成立

の日か ら令和 6年 6月 30日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条 の規定にかかわ らず、設立総

会の定めるところによる。



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)

設立・役員変更用

役員名簿 (役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人 STUDY FOR硼0

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかに○)

(フ リガナ)

氏    名

報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等

1 健̂婆
"監

事
イン′`シ ヨウタロウ

 有・① 理事長
石橋 孝太郎

2 〇
・監事

オオタニ ナオユキ

  
有。③

大谷 直之

3 〇
・監事

ハセ アツキ

    
有。①

長谷 篤希

4
⌒

理事 ヒヽフ
タカヤナギ タクヤ

有。①
高柳 拓也

5 理事・監事 有 猛

6 理事・監事 有・無

7 理事・監事 有・無

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有・無

10 理事・監事 有 生 E



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 5年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人   STUDY FOR TW0

1 事業実施の方針

世界的な教育格差の是正を目的とし、日本国内の協賛してくれている団体 (サークル)か ら協賛金

を受け取り、子どもたちが平等に教育を受けられる環境を構築することを、活動の中心にし、「質の

高い教育をみんなに」を実現する。

また、大学での販売及び SNSを通じて、サービス提供の向上及びより多くの人に本活動に関心を抱

くような事業の企画運営を行う。

当事業以外の事業については、年に 2回、支援先の国へ訪問し、実際に支援の様子を確認すること

で本活動の透明性を発信する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 4,596 】千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場 所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

発展途上国ヘ
の教育支援事
業

当法人の趣旨に協賛する
各大学内団体から、協賛金
を受け取 り、国際教育支援
団体を通 じて、発展途上国
の子どもたちへの教育支
援を行 う事業。

通年
東南アジ
ア等

10人
東南アジ
ア等の子
ども

500人 3,840

発
子
の

業

展途上国の
どもたち と
国際交流事

支援先
へ赴き
子や子
を行 う

である発展途上国
、現地での授業の様
どもたちとの交流
事業。

3月 、9
月の各月
1回

ラオスも
しくはバ
ングラデ
シュ

10人 協賛団体
の大学生

100人 50

国際協力活動
や発展途上国
の教育環境広
報啓発事業

各大学でのイベン トや団
体 SNS、 HPを用いて、当
団体の取組及び教育格差
の実情をより多くの人ヘ

周知する。

通年 協賛大学 10人 日本国内
の市民

1,000人 310

国内学生への
教育支援事業

使い終えた教科書の寄付
を募 り、回収後多くの大学

写,教
科書の販売を実施

通年 協賛大学 10人 大学生 700人 396

定款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人   STUDY FOR TW0

1 事業実施の方針

世界的な教育格差の是正を目的とし、日本国内の協賛してくれている団体 (サークル)から協賛金

を受け取り、子どもたちが平等に教育を受けられる環境を構築することを、活動の中心にし、「質の

高い教育をみんなに」を実現する。

また、大学での販売及び SNSを通じて、サービス提供の向上及びより多くの人に本活動に関心を抱

くような事業の企画運営を行う。

当事業以外の事業については、年に 2回、支援先の国へ訪問し、実際に支援の様子を確認すること

で本活動の透明性を発信する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 5,055 】千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

足款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

発展途上国ヘ
の教育支援事
業

当法人 の趣 冒に協賛す る
各大学内団体から、協賛金
を受け取 り、国際教育支援
団体を通 じて、発展途上国
の子どもたちへの教育支
援を行 う事業。

通年
東南アジ
ア等

10人
東南アジ
ア等の子
ども

500人 4,224

発展途上国の
子 どもたち と
の国際交流事
業

支援先
へ赴き
子や子

である発展途上国
、現地での授業の様
どもたちとの交流
事業。を行 う

3月 、9
月の各月
1回

ラオスも
しくはバ
ングラデ
シュ

10人 協賛団体
の大学生

100人 55

国際協力活動
や発展途上国
の教育環境広
報啓発事業

各大学でのイベン トや団
体 SNS、 HPを用いて、当
団体の取組及び教育格差
の実情をより多くの人へ

周知する。

通年 協賛大学 10人 日本国内
の市民

1,000人 341

国内学生への
教育支援事業

使い
を募
にて

終 え
り

する。

通年 協賛大学 10人 大学生 700人 435

足款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 5年度 活動予算書

設立・定款変更用

特定非営利活動法人  STUDY FOR TWO

金   額 小計・ 合

正会員受取会費

受取寄附金
評価益

A
1

2

3

4

5 の

0

0

内 生への 2 000

4,570,000
0

発展途上国への教育支援事業
発展途上国の子どもたちとの国際交流事業
国際協力活動や発展途上国の教育環境広報啓発事業

36,200
800,000
200,000

B
1

1

給料手当

役員報酬

退職給付費用

(2) の 4.596,

支払寄付金

荷造運賃
広告宣伝費
旅費交通費
会議費
研修費

3,840,000
37,000

310,000
97,000
15,000

297,000
0

2
1

役員報酬
給料手当
退職給付費用

2 の 1.1

事務用品費
接待交際費
通信費
消耗品費
支払手数料

□

A B 949.100
C

D

C :D】 ・・・②
949.100

民 び 税

正

+正

人税、 70,000
0

870.100

■

■■■■■医Πttm

■■■■■■璽Im
■■■■■EttEEロ

■匡:ヨ■
]経 常 外 増 減 額

ヨ (1)+2)・ ・・ (1

④

⑤

麟 纏



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 6年度 活動予算書

設立・定款変更用

特 定非営利活動法人  STUDY FOR TWO

金  額 ′1ヽ

5,027,000
0

5,027,000

発展途上国への教育支援事業
発展途上国の子どもたちとの国際交流事業
国際協力活動や発展途上国の教育環境広報啓発事業

正会員受取会費

受取寄附金

2

3

4

5 の

金

へ の 支

39,820
880,000

220,000

220,000

1,350,820

ｎ

）

B
1

1

給料手当
役員報酬
退職給付費用

生

(2)そ の 5.055,

支払寄付金
荷造運賃
広告宣伝費
旅費交通費
会議費
研修費

4,224,000
40,700

341,000
106,700
16,500

326,700
0

2
1

役員報酬

給料手当
退職給付費用

(2)そ
事務用品費
接待交際費
通信費
消耗品費
支払手数料

4,950
11,000
58,300
198,000

7,700
7 260

A B 1,044.010

C

D

当 期 経 常 外 増 減 額 iC】 ― D ・ ・ ・ ②

70.000
0

+ ,74.010

■翻 ■■■

コШヨE■ロ ■■■■■ 涵回

■E」E

■E]E

.1

Ъ□■Eヨ■iり■巨]Eヨ■J■匡:]■三IE‐ 主|口:OEヨ②■■■■■コOlコ■■■■■■■l              ■■■■■■■■]u[H』Ш

賛助会 員受取会費

|キ |

1

287_210

5,342,810
期 経 常 贈 滅 箱 ・・・ (1ヽ

287,210

1外 血 春 計

ヨ1 1

「

~~~~~=雨
面 藤訂 薫薄齋

「

~T~T~=0~~~~~~~~~~~~~~

ヒ__並皿壁塑國臣壁重__」上 ■0___________________



設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

特定非営利活動法人 STUDY FOR TWO 設立趣旨書

1.趣旨

全世界の人間が教育を受ける権利を持つなかで、まだまだ勉強を受けられない子どもたちがいる。持

続可能な開発 目標の一つである 「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保 し生涯学習の機会

を促進する」にある通り、2020年にユネスコが発表したグローバルエデュケーションモニタリングレポ

ー トによると、世界の10億人の子どもや若者のうち、4分の1は学校に通っておらず、開発途上国を主

に、子どもたちが勉強したくてもできないという現状を是正できていないことが世界的な課題 となって

いる。

そのような中で、当PO法人は、「勉強したいと願うすべての子どもたちが勉強できる世界に。」とい

う理念を掲げ、日本国内の各大学にこの理念に賛同してくれる協賛会員を募集する。この協賛会員は、

大学ごとに立ち上げられる独自に運営されているボランティア団体 (サークル)と なり、大学で多くの

講義に受講をするために必要不可欠である教科書を、既に使い終えている有志大学生から募り、今後教

科書を必要とする大学生へ定価の半額以下で販売を行い、その利益を当PO法人に協賛金として寄付を

募る。期待効果として、教科書を安価で購入できることで経済的負担が軽減する日本の大学生の教育機

会創出に加え、開発途上国の子どもたちに対して奨学金や学校建設という形で教育機会の提供を行える

ことが見込まれます。

このような活動を行 うにあたつて、今回法人として申請するに至ったのは、各大学でのボランティア

サークルとしての活動を支援するとともに、活動をより周知すること、地域行政や関連団体と連携を深

める必要があること等の観点により、社会的信用を得た公的組織にすることが最良の策であると思索し

たからです。また、当団体の活動が営利 目的ではなく、多くの市民の方々に参画していただくことが不

可欠であるという点から、特定非営利活動法人格を取得するのが最適であると決断いたしました。

特定非営利活動法人格を得ることで、当団体の継続的な発展及び組織基盤の磐石化へとつながり、先

進国 。開発途上国すべての国に住む子どもたちが、質の高い教育を受けられる環覚を形成できるよう、

我々は更なる貢献を推進 していきます。

2.申請に至るまでの経過

平成22年 4月 大学サークル団体 「STUDY FOR T70」 発足

平成28年  7月  国際教育支援活動開始

令和6年  1月  設立総会開催

令和 6年  1月  31日

設立代表者

氏名 石橋 孝太郎




